
 

国税質問検査章規則の一部を改正する省令要旨 

 

１ 質問検査章の書式について、上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主

に関する報告書及び住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書の提出に関す

る調査が追加されたこと等に伴う所要の規定の整備を行うこととする。（第２条関

係） 

 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

３ この省令は、別段の定めがあるものを除き、令和４年４月１日から施行すること

とする。（附則関係） 


